
項   目 内  容 

措置要求者の氏名又は法人名称 松井 勇樹 

登録番号又は法人番号 09211401 

所属する単位会 三重県行政書士会 

事務所名称 アーリー・バード行政書士法人 

事務所所在地 〒516-0011 三重県伊勢市一色町 1834番地 7 

措置要求の年月日 令和７年７月３０日 

措置要求の内容（種類） 行政書士法第１４条の３第１項の規定にもとづく必要な措置 

措置要求をした理由 

対象会員は、平成２８年度上半期分（平成２８年４月分から同年９

月分まで）から令和７年度上半期分（令和７年４月分から同年９月

分まで）までの間の三重県行政書士会の会費（合計６６万６０００

円）を滞納した（会費の滞納に関して、三重県行政書士会は、平成

２９年１０月３１日、対象会員を廃業勧告処分に付すとともに、対

象会員に対して訴えの提起を行い、令和７年４月１６日請求認容判

決を得た。）。（行政書士法第１３条、三重県行政書士会会則第１５条

第１項に違反） 

対象会員は、日本行政書士会連合会に、平成２１年５月２６日付け

で、住所を「三重県伊勢市通町４８６番地１」と登録申請を行い、

遅くとも平成２４年７月１６日には別の住所に転居したにもかかわ

らず、日本行政書士会連合会に変更登録を行わなかった。（行政書士

法第６条の４に違反） 

対象会員は、日本行政書士会連合会に、平成２１年５月２６日付け

で、事務所の所在地を「三重県伊勢市一色町１８３４番地７ アー

リー・バード行政書士法人」と登録申請を行い、遅くとも平成２７

年３月３１日には上記行政書士法人の社員としての地位を喪失した

にもかかわらず、日本行政書士会連合会に変更登録を行わなかった。

また、平成２９年１０月３１日付けで三重県行政書士会より廃業勧

告を受けたにもかかわらず、現在に至るまで、適法に行政書士とし

て事業を行うのに必要な事務所所在地の変更登録を行わない。（行政

書士法第６条の４に違反、重大な非行に該当） 

措置要求の根拠となった法令及

び会則の条文 

行政書士法第６条の４（変更登録） 

行政書士は、第６条第１項の規定により登録を受けた事項に変更を

生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行

政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。 

行政書士法第１３条（会則の遵守義務） 

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の

会則を守らなければならない。 

三重県行政書士会会則第１５条第１項（会費） 

個人会員及び法人会員は、それぞれ会則別表１で定める年会費につ

いて、４月及び１０月の２回に分かち、その半額ずつを前納しなけ

ればならない。 

ただし、新入会員については、月割計算とする。 


